
 

袋井東地区タクシーの試験運行再開について 

 

１ 概要 

 令和４年１月～３月にかけて実施した試験運行の結果を踏まえ、地域やタクシー事業

者との協議を経て、令和４年度における新たな運行方法により試験運行を再開する。 

 

２ 内容 

（１）運行期間 

令和４年９月～11月の火、水、木曜日（祝日除く） 

（２）運行方法（前回からの変更点） 

  ア 利用券 

利用券を事前に登録者へ配付し、タクシー利用時に提出する。 

  イ 料金 

一律定額料金とする。（500円） 

※従前の料金設定方法を基本とし、袋井駅を目的地に追加し、他地区でも同様に

運行した場合を想定して算出。 

ウ 目的地 

対象地域は中学校区内を基本とし、地区外（中学校区外）については、一定の条

件により目的地を指定する。 

＜条件＞ 

・駅のほか、要望・需要の多い近隣の医療施設は指定可能とし、商業施設や金融

機関は対象外とする。 

    ＜追加施設＞小早川整形リウマチクリニック 

    ＜廃止施設＞中東遠総合医療センター、磐田市立総合病院、イオン・パティオ 

  エ 運行事業者 

袋井交通（交通タクシー）１社のみで実施する。 

 

３ 今後について 

時期 内容 

８月中 ・業務委託契約（まちづくり協議会⇔市） 

 ※運行事業者（袋井交通）とは、市が契約して運行 

・登録者へ利用券発送 

9/1（木）～ 

11/30（水） 

・試験運行実施 

（チラシ全戸配布） 

12月 ・運行結果集計 

１月～２月 ・４月からの本格運行に向けた協議、制度設計 

 

資料３ 



袋井東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ☎0538-43-3389

運行期間 令和４年 9月1日(木) ～ 11月30日(水)

新たな運行方法で試験運行を再開!

登録・問合せ先

発行:袋井東地区まちづくり協議会

運行日

火曜・水曜・木曜
（祝日を除く）

運行時間

9：30～16：00
予約時間9：00～15：30

当日予約のみ

R4.7月末

500円運賃
（乗車定員４名）

何人乗っても、１台あたり

１月～３月に実施した試験運行の結果を踏まえ、運行方法を改め試験運行を再開します。
利用方法や運行日、運賃などが変更されていますので、ご注意ください。

袋井東地区タクシーとは？

「袋井東地区タクシー」は、まちづくり協議会が主体となり、
地域の移動手段を確保するため、市内タクシー事業者と
市の３者が連携して実施する新たな試みです。
昨年度に引き続き、令和４年度も試験運行を実施します。

利用者登録に加え、「利用券」が新たに必要になります。

自宅または目的地から乗車（利用者登録証携帯）

利用者登録して利用券を事前に受取り

利用者
登録証

＋

利用方法

利用券に必要事項を記入してタクシーを予約
今回は袋井交通のみ☎0538-42-2251

※既に利用者登録している方へは、利用券を送付します。
乗車１回につき利用券１枚必要です。（往復利用の場合は２枚）

利用券を運転手に渡し、運賃支払い



袋井交通(交通タクシー)☎0538-42-2251
※今回の試験運行は、袋井交通のみです。

予約受付

目 的 地

・予約前に利用券へ必要事項を必ず記入してください。(利用時には、利用者登録証も携帯してください。)
・利用券をお持ちでない場合や運行日時以外は利用できません。
・利用できる方：袋井東地区にお住まいで利用者登録証と利用券を持ち、ご自分で予約・乗降車ができる方
・利用者登録していない方も、利用者登録証を持つ方と同乗すれば利用可能です。 （未就学児は登録不要）
・一般のタクシーを利用するため、混雑状況により希望時間に沿えない場合があります。
・自宅と決められた目的地間の移動のみ利用可能です。
・支払いは現金のみで他の割引制度との併用はできません。
・指定目的地以外での乗り降りや途中でコンビニなどへ立ち寄ることはできません。
・キャンセルする場合は、必ずタクシー会社に連絡してください。
（無断でキャンセルした場合は、キャンセル料をいただく場合があります。）

利
用
上
の
注
意

要確認

令和4年
11月30日まで

試験運行
第２弾

【運行期間】
9月1日(木)～11月30日(水)

番号 施設名 所在地 番号 施設名 所在地

1 (新屋) 26 (国本)

2 (広岡) 27 (川井)

3 (西田) 28 (川井)

4 (国本) 29 (西田)

5 (堀越) 30 (旭町)

6 (葵町) 31 (国本)

7 (広岡) 32 (旭町)

8 (新屋) 33 (新池)

9 (方丈) 34 (方丈)

10 (久能) 35 (川井)

11 (袋井) 36 (田町)

12 (川井) 37 (久能)

13 (川井) 38 (国本)

14 (方丈) 39 (堀越)

15 (旭町) 40 (泉町)

16 (旭町) 41 (旭町)

17 (方丈) 42 (田町)

18 (田町) 43 (国本)

19 (泉町) 44 (新屋)

20 (西田)

21 (堀越)

22 (堀越) 45 (久能)

23 (旭町) 46 (久能)

24 (堀越) 47 (高尾)

25 (堀越) 48 (愛野東)

地区外の施設

公共施設 医療機関 商業施設 その他


